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面ノ木風力発電所風車本体撤去業務実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 本要綱は、豊田市（以下「市」という。）が行う面ノ木風力発電所の撤去に 

おいて、風車本体を撤去する事業者を決定するにあたり、建築基準法（昭和２５ 

年法律第２０１号）、電気事業法（昭和３９年法律１７０号）、建設工事に係る資材

の再資源化等に関する法律（平成１２年５月３１日法律第１０４号）、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）、騒音規制法（昭和 43 年法律

第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、県民の生活環境の保全等に関す

る条例（平成１５年３月２５日条例第７号）及び関係する法令、規則に定めるもの

のほか、本事業に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定める

ところによる。 

（１）風車本体 面ノ木風力発電所に設置された、ENERCON社製の風車（定格出力600kW）

３基及び変電設備のうちコンクリート製基礎部分より上部をいう。 

（２）事業者 面ノ木風力発電所の風車本体を解体、運搬、処分する事業者をいう。 

（３）委託契約 市と事業者による、面ノ木風力発電所の風車本体の撤去を目的とし 

た契約をいう。 

 

（事業の概要） 

第３条 市は、入札価格によって落札者を決定する事後審査型一般競争入札（価格競

争）により事業者を決定する。 

２ 事業者は、委託契約に基づき、市が指定した作業用地にて風車本体の撤去作業を

行う。（実施内容については、別紙「面ノ木風力発電所風車本体撤去業務委託仕様

書」（以下「仕様書」という。）のとおり。） 

３ 市は、撤去作業の完了後、完了検査を行う。 

 

（事業者の資格要件等） 

第４条 事業者は、市が定めた期間内に面ノ木風力発電所の風車本体を撤去すること

ができる企画力及び技術力を有する者とし、資格要件等は公告に定める。 

 

（参加の手続） 

第５条 入札参加者は、期限内に入札参加申請書を提出しなければならない。 

２ 提出期間、本案件のスケジュール等は、公告に記載する。 

 

（落札者の決定） 

第６条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を 

落札候補者とし、入札参加資格を確認した後に落札者とする。当該落札候補者に 

資格が無いと認められた場合には、次順位者を落札候補者とし入札参加資格を確認

する。なお、入札参加資格の確認は、原則、開札日の翌々日までに行う。 



 

２ 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者

にくじを引かせて落札候補者を決定する。 

３ 市は、落札者を決定した後、その結果を公表するとともに入札参加者に通知する。 

 

（委託契約の締結） 

第７条 市と事業者は、落札者を決定した後、委託契約を締結する。委託契約の締結

にあたり、事業者は委託業務届出書、その他市長が必要と認める資料を提出する。事

業者は、委託契約に従って面ノ木風力発電所の風車本体を撤去する。 

２ 前項の委託契約において、次の各号に定める事項を記載する。 

（１）風車本体の概要、期間その他事業に関する事項 

（２）委託契約に関する事項 

（３）市及び事業者の役割分担に関する事項 

（４）その他事業実施のために定めるべき事項 

 

（設計の確認） 

第８条 市と委託を締結した事業者は、委託契約に基づき面ノ木風力発電所の風車本

体の撤去作業の作業計画設計を行い、建築物除却届（建築基準法第１５条１項）の

提出日の２週間前までに、事業計画書、その他市長が必要と認める資料等を作成し、

市の確認（以下「設計確認」という。）を受けなければならない。 

２ 事業者は、本事業に必要な諸手続を遅滞なく実施しなければならない。 

 

（事業内容の調整） 

第９条 市は、本事業に関する必要な調整を行うため、事業者に次の各号に定める 

資料の提出を求めることができる。 

（１）調査・設計、作業及び作業監理の内容に関するもの 

（２）その他、市長が必要と認めるもの 

２ 市は、事業者に対し必要に応じて本事業の進捗状況等の報告を求めることができ

るものとし、事業者は、遅滞なくこれに応じるものとする。 

 

（責任分担） 

第１０条 本事業の実施における市と事業者のリスク分担に関する考え方は、次に掲

げるところを基本とする。 

（１）事業者が責任を持つ範囲は、次に掲げるとおりとする。 

  ア 調査・設計、施工及び作業監理 

  イ 作業中に生じた作業に起因する第三者への損害 

（２）市が責任を持つ範囲は、次に掲げるとおりとする。 

  ア 市が実施仕様書で示した条件等 

  イ 市の指示、要請等に起因するもの 

  ウ 条例又は規則の制定、改正等による新たな負担 

 

（委託契約の変更） 

第１１条 市及び事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、協議により委託

契約の変更を行うことができる。 



 

（１）事業者の責めによらない理由で、市が特に認めるとき。 

（２）急激な物価変動があるとき。 

 

（完了報告） 

第１２条 事業者は、面ノ木風力発電所の風車本体の撤去が完了したときは、建築委

託契約に定める書類を市に提出し、完了報告をしなければならない。 

 

（完了検査） 

第１３条 市は、前条の書類の提出があった場合は、速やかに完了検査を行わなけれ

ばならない。 

 

（改善の指示） 

第１４条 市は、仕様書に示す条件及び要求水準に適合しない場合、事業者に対し相

当の期限を定めてその改善のための措置を講じるよう求めるものとする。 

 

（代金支払） 

第１５条 事業者は、完了検査後に代金の請求を行うこととし、市は事業者に代金を

支払うものとする。 

 

（契約の解除） 

第１６条 市は、事業者が委託契約の解除要件に該当することとなった場合は、解除

することができる。 

２ 事業者から委託契約の解除の申出があった場合は、市及び事業者の責任に応じて

必要な修復を講ずることとし、修復することが困難である場合は、委託契約を解除

する。 

３ 前２項の解除により生じた損害の負担は、委託契約等に定めるものとする。 

 

（紛争処理等） 

第１７条 基本協定等の解釈について疑義が生じた場合は、市と事業者は、誠意を 

もって協議を行う。 

２ この事業に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所

として処理する。 

 

（著作権等） 

第１８条 事業者が作成し、市へ提出した本事業に係る書類の著作権は、市に帰属す

る。なお、豊田市情報公開条例（平成１０年条例第３４号）の規定に基づき、提出

された書類を公開することがある。 

 

（法改正への措置） 

第１９条 関係法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が適用されることとな

る場合は、事業者はそれに従い本事業を実施することとする。 

 

（地位の承継） 



 

第２０条 事業者の地位の承継は、委託契約等に定める。 

 

（スケジュール） 

第２１条 本事業のスケジュールは、下記のとおりとする。ただし、各工程が早期に完

了する場合は、この限りではない。また、スケジュールについては、市と事業者が

協議し決定する。 

実施内容 時 期 

開札 令和８年２月上旬 

落札者の決定 令和８年２月上旬 

委託契約の締結 令和８年２月中旬 

設計確認 令和８年４月上旬（予定） 

撤去作業 令和８年４月下旬～令和８年７月中旬 

完了検査 令和８年７月下旬（予定） 

 

（その他） 

第２２条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年１月２０日から施行する。 


